
電力需給契約書（案） 
 

 

１ 件 名 地方独立行政法人三重県立総合医療センターで使用する電気 

 

２ 契 約 単 価 別記のとおり 

 

３ 契 約 期 間 令和 ８年 ４月 １日  ０時 から 

令和 ９年 ３月３１日 ２４時 まで 

 

４ 履 行 場 所 三重県四日市市大字日永５４５０番地１３２ 

地方独立行政法人三重県立総合医療センター 

 

５ 契約 保証 金  

 

 

地方独立行政法人三重県立総合医療センター（以下、「甲」という。）と●●●●株式会社（以

下、「乙」という。）は、甲が電力の供給条件に関する説明および書面の交付を受け、その内容を

確認し了承し、地方独立行政法人三重県立総合医療センター会計規程及び次の条項により、電力

需給契約（以下、「本契約」という。）を締結する。 

また、その他条件及び仕様については、地方独立行政法人三重県立総合医療センター電気需給

仕様書（以下「仕様書」という。）のとおりとする。 

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自これを保有する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

甲   三重県四日市市大字日永５４５０番地１３２ 

地方独立行政法人 三重県立総合医療センター 

理事長  新保 秀人     印 

 

 

乙    

     

     

                    印 



（契約の目的） 

第１条 乙は、需要場所（第５条第１項第１号において定める。以下「需要場所」という。）に

おいて、甲が使用する電力を甲の需要に応じて供給し、甲は、乙に対し、その対価（第５条第

１項第６号において定める。以下「電力料金」という。）を支払うものとする。 

 

（信義誠実の原則） 

第２条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。 

 

（電気供給約款との関係） 

第３条 本契約に基づく甲及び乙の電力の需給に係わる権利義務及びその他の供給条件の内容

は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の締結日に実施されている乙の電気供給約

款（改定後のものを含み、以下「電気供給約款」という。）を参照し、甲乙協議のうえ定める。 

２ 本契約または電気供給約款の各条項が矛盾または抵触する場合、本契約の内容が優先する。 

 

（関係法令遵守義務） 

第４条 甲及び乙は、関係法令及び需要場所を供給区域とする一般送配電事業者（以下「一般送

配電事業者」という）の定めた最新の託送供給等約款その他の接続供給の条件等を記載した書

面（以下「託送約款等」という）において需要者（甲の場合）又は契約者（乙の場合）の義務

として定められる事項を遵守しなければならない。 

 

（個別条件） 

第５条 本契約に基づく乙の甲に対する電力の供給に係る個別条件は、次の各号のとおりとする。 

（１） 需要場所 

甲が本契約に基づき電気を使用する場所は仕様書のとおりとする。 

（２） 需給地点 

仕様書のとおりとする。 

（３） 供給電気方式・周波数 

仕様書のとおりとする。 

（４） 供給電圧・契約電力 

仕様書のとおりとする。 

（５） 供給開始日 

供給開始日は令和８年４月１日０時からとする。 

（６） 料金 

電力の供給開始時における基本料金単価、従量量料金単価については、別表１のとお

りとし、基本料金は次により算定するものとする。なお、再生可能エネルギー発電促進

賦課金は、仕様書のとおりとし、従量料金については、電気供給約款の燃料費等調整額

を加算または減算するものとし、毎月の具体的な金額については、別途通知する。 

基本料金＝契約電力×基本料金単価×（185-100（力率％））／100 

 

 



（７） 料金の支払方法 

甲は前項の電力料金を、原則として別表１で定める日（金融機関休業日の場合は翌営

業日）に乙の指定口座宛の銀行振込で支払うものとする。 

 

（契約期間） 

第６条 本契約の契約期間は、第５条第５項に定める供給開始日から１年とする。 

 

（機密の保持） 

第７条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報を除き、本契約の履行に伴い知り得た相手方の情

報、本契約の内容、及び電気供給約款の内容（以下「秘密情報」という。）を、事前に相手方

の書面による承諾を得た場合を除き、第三者に開示または漏洩してはならない。但し、法令ま

たは契約等により本契約と同等以上の機密保持義務を負う金融機関、弁護士、税理士またはこ

れらに準じる者に開示する場合または官公庁または裁判所等の要求もしくは法令等により開

示を強制された場合はこの限りではない。 

（１） 相手方から開示された時点で既に公知であった情報、及び相手方から開示を受けた後、

開示を受けた者の機密保持義務の違反によらずに公知になった情報 

（２） 相手方から開示された時点で開示を受けた者が既に保有していた情報 

（３） 秘密情報によることなく、独自に、または正当な権限を有する第三者から取得した情報 

 

（損害賠償） 

第８条 甲及び乙は、電気供給約款に別途定める場合並びに次の各号を除き、本契約に関しその

責に帰すべき事由により本契約の他の当事者に損害を与えた場合には、かかる当事者に対しそ

の損害を賠償する責に任ずる。 

（１） 関係法令または規則等の適切な解釈に基づく行為または政府、所轄官庁、裁判所等の命

令その他法令等による開示の要請に応じた結果、かかる当事者に損害を与えた場合には、

甲及び乙はかかる当事者に対して本条に基づく損害賠償義務を一切負わない。 

（２） 甲が本契約終了後に行う一般送配電事業者及び小売電気事業者との契約に係る諸手続き

については甲が行うものとし、当該契約について甲に損害が生じた場合、乙はその賠償責

任を一切負わない。 

（３） 甲は、前二号に規定する損害が生じた場合でも、乙に対し、損害賠償請求を行わない。 

 

（暴排条項） 

第９条 甲及び乙は、現在及び将来にわたって相互に次の各号の事項を確約し保証する。 

（１） 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力

集団、その他これに準ずる者をいう。以下同じ。）ではないこと 

（２） 役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう）及び従業

員が反社会的勢力でないこと 

（３） 反社会的勢力が経営を支配しておらず、実質的にも関与していないこと 

 



（４） 自己または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、

不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有しないこと 

（５） 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていないこ

と 

（６） 三重県の発注する物件関係契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けた場合、警察

への通報および発注者への報告を行うこと 

（７） その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと 

２ 甲及び乙は、現在及び将来にわたって相互に、自らまたは第三者を利用して次の各号のいず

れか一にでも該当する行為を行わないことを確約し保証する。 

（１） 暴力的な要求行為 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３） 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４） 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を

妨害する行為 

（５） その他前各号に準ずる行為 

３ 相手方が前２項のいずれかに違反した場合、相手方は通知・催告することなく直ちに本契約

及びその他の甲乙間の取引に関する一切の契約を解除することができるものとする。なお、甲

または乙が本条に基づき本契約またはその他の甲乙間の契約を解除した場合であっても、解除

者は相手方に対し損害賠償義務を負担しないものとする。 

４ 甲は、乙が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」第３条又は第４

条の規定により、「三重県物件関係落札資格停止要綱」に基づく落札資格停止措置を受けた時

は、本契約を解除できるものとする。 

 

（合意管轄） 

第１０条 本契約及び電気供給約款（以下「本契約等」という。）に関連する訴訟については、

甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

（別途協議事項） 

第１１条 本契約等に定めのない事項及び内容の解釈に相違のある事項に関しては、法令及び三

重県条例規則によるほか、両者が協議の上、その解決に誠実に努めるものとする。 



別表１ 

 

需要場所 基本料金単価 従量料金単価 

仕様書のとおり             円／kＷ・月 

重負荷時間        円／kWh 

昼間時間        円／kWh 

夜間時間        円／kWh 

※上記単価には、消費税相当額を含むものとする。 

 

 

計量日 支払日 

毎月１日午前 0：00 甲が請求書を受理した日から 30 日以内 

 


